
佐賀県造林事業実施要領 
                             

最終改正（令和４年６月１日 林業第371号） 

 

第１ 趣旨 

 この要領は、佐賀県造林事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定める

もののほか、造林事業について必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 定義及び取扱い等 

１ 交付要綱第２条別表の森林環境保全直接支援事業、特定森林再生事業は、森林環境

保全整備事業実施要綱（平成１４年３月２９日付け１３林整整第８８２号）第２（以

下「実施要綱」という｡）に定めるそれぞれの事業とし、当該事業の実施については実

施要綱、森林環境保全整備事業実施要領（平成１４年３月２９日付け１３林整整第８

８５号。以下「森林環境実施要領」という。）、森林環境保全整備事業実施要領の運

用（平成１４年１２月２６日付け１４林整整第５８０号。以下「森林環境実施要領の

運用」という。）に規定がある場合は当該規定による。 

２ 交付要綱第２条別表の規模欄中「１施行地」とは、原則として接続する区域とする。 

３ 交付要綱第５条第三号及び第四号中「森林保険」とは、森林保険法による森林保険

をいう。 

４ 交付要綱第２条中「林野庁長官が承認した外国樹種」とは、森林環境実施要領の運

用１の（２２）に規定する外国樹種とする。 

５ 森林環境実施要領第２の４の「事前計画の作成等」は、様式第１－１号とし、事業

の実施前に事業施行地を所管する農林事務所へ提出するものとする。 

ただし、森林環境実施要領の運用１の（１５）のオの（イ）に基づく場合は、様式

第１－２号とし、事業の実施前に林業課へ提出し、知事の承認を得なければならない。 

なお、事前計画書の作成、提出にあたっては、森林環境実施要領の運用２の（３）

の規定に従うものとする。 

６ 交付要綱第３条第１項中「補助金交付申請書」は、様式第２号とし、申請に必要な

書類は別表（様式第２号関係）のとおりとする。 

７ 交付要綱第３条第２項第一号の「位置図及び施業図」については、「位置図」は、

施行地の位置を示した５万分の１の地形図又はこれに準ずるものとし、「施業図」は、

様式第３号により作成する。 

８ 交付要綱第３条第２項第三号の「第２条第４項各号のいずれにも該当しないことを

誓約する書面」は、様式第１５号により、実業主体毎（市町及び森林組合は除く。）

に作成する。 

９ 交付要綱第４条第２項第一号中「委任状及び精算依頼書」は、様式第４号とする。 
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10 交付要綱第５条第六号中「あらかじめ知事にその旨を届け出る」は、様式第５号によ

り届け出るものとする。 

11   森林環境実施要領の運用１の（１５）のオの（イ）に基づく場合は、造林事業（間

伐・更新伐）事前計画承認を受けたことを証する書面を事業の実施前に林業課へ提出

し、知事の承認を得なければならない。 

12 交付要綱第２条別表の下刈（熱中症及び安全対策）に係る申請にあっては様式第20

号により交付申請を行うものとする。 

 

第３ 事業内容等 

 事業内容等については、森林環境実施要領第１によるものとする。 

 

第４ 補助金の交付申請 

１ 交付要綱第３条に定める申請書の提出期限は原則として、下記の表によることとす

る。 

第１期 第２期 第３期 第４期 

6月30日 9月30日 1月10日 3月1日 

２ 交付要綱第２条別表の「森林環境保全整備直接支援事業」に係る補助率欄中、「10

分の5（ただし、(12)にあっては、当該事業実施箇所を管轄する市町が8.5%以上の上乗

せ補助を実施した場合に限る。）以下「森林作業道上乗せ補助」という。」の規定に

よる補助を受けようとする当該申請者にあっては、要綱第３条第１項に定める補助金

の交付申請書に、当該市町長へ提出した上乗せ補助に係る「補助金交付申請書」の写

しを添付するものとする。ただし、当該市町長が上乗せ補助を担保する書面を添付し、

これを知事が認めた場合は、この限りではない。 

３ 交付要綱第４条に基づく補助金の申請及び受領の委任を受けた者（以下「代理人」

という｡）は、次に掲げる事項に留意のうえ、補助金の交付を受けようとする者（以下

「施行主体」という｡）に代って補助金の交付申請を行うものとする。 

（１）代理人は、申請手続等について施行主体に対する指導を行うこと。 

（２）代理人は、施行主体より造林事業完了届（様式第６号）を提出させること。 

（３）届出のあった造林事業施行地（以下「施行地」という。）に対して、代理人は技

術員による現地調査を必ず行い、土地台帳及びその附図面等と照合して地番及び面

積等を正確に把握すること。 

（４）面積の把握はコンパス等による実測を原則とする。ただし、精度の高い既存の図

面がある場合は、これを利用して求めることができるものとする。 

（５）下刈であって、別に定める施行地毎の着工前後写真並びに当該施行地の新植時の

施業図が造林事業完了届に附してあったときは、（３）の規定に関わらず、現地調

査を省略することができる。 
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４ 農林事務所長は、交付要綱第６条に基づき提出された補助金交付申請書を取りまと

め、竣工検査を実施し第４の１で定める期限までに、林業課長に送付するものとする。 

ただし、様式第２号に定めるものを除く添付書類については農林事務所において管理 

するものとする。 

５ 農林事務所長は、現地検査の件数が多く検査に多くの日数を要する場合、また、間 

伐において、搬出した材積の確定に多くの時間を要する場合など補助金交付申請の事前

に一部現地検査が必要と判断される場合は、これを行うことができるものとする。 

なお、その際、施行主体は、一部検査依頼（様式第１６号）に必要書類を添付し提出

するものとする。 

６ 補助金の交付申請を行うにあたって申請者は受委託契約書などの事業の実施に必要

な書類を事前に準備して整理しておくものとする。 

 

第５ 竣工検査 

１ 農林事務所長は、申請者又は代理人の立会いにより施行地ごとに検査指針により竣

工検査を行うものとする。 

２ 農林事務所長は、竣工検査を実施したときは造林事業検査調書（様式第７号）を整

理し、その写しを林業課長に送付するものとする。 

 

第６ 補助金の査定 

 知事は、森林環境実施要領第５の４並びに森林環境実施要領の運用４及び６の(６)の

規定に基づき補助金の査定を行う。 

 

第７ 補助金の交付決定及び確定通知等 

１ 知事は、補助金の交付決定及び額の確定をしたときは造林事業補助金交付決定及び

額の確定通知書（様式第８号・様式２１号）により申請者に通知するものとする。 

２ 代理人は、前号の通知を受けたときは速やかに造林補助金交付決定内訳書（様式第

９号）の閲覧及び補助金の交付条件等の周知徹底を施行主体に行うものとする。 

 

第８ 補助金の請求及び受領 

１ 補助金の請求は様式第１０号により行うものとする。 

なお、「森林作業道上乗せ補助」に係る請求が含まれる場合は、当該市町が森林作

業道整備に対し、上乗せ補助を行うことが確実であることの証明となる「補助金の交

付決定通知書」等の写しを添付するものとする。ただし、当該市町が上乗せ補助を担

保する書面を添付し、これを知事が認めた場合は、この限りではない。 

２ 代理人は、補助金の請求及び受領については佐賀県森林組合連合会代表理事会長（以

下「復代理人」という｡）に事務を委任することができる。 
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３ 復代理人は、補助金の請求及び受領をするときは委任状(様式第１１号)を知事に提

出するものとする。 

４ 代理人又は復代理人は、当該事業に係る種苗代、肥料代、森林保険料、森林環境保

全直接支援事業の間伐及び更新伐のうち申請単位に係る事業主体が複数であるものの

実施に必要な経費の一部であって、あらかじめ書面により各事業主体が負担すること

を合意しているもの並びに知事へ届け出た手数料以外は補助金から差引いてはならな

い。 

 

第９ 造林事業施行地台帳等 

１ 知事は、造林補助事業施行地の転用制限に係る条件の実行を確保するため、事業規

模が１ha以上の施行地について造林事業施行地台帳（様式第１２号）を整備するもの

とする。ただし、造林事業補助金交付申請内訳書（様式第２号）及び造林事業補助金

交付決定内訳書（様式第９号）がこれに代わることができるものとする。 

２ 森林作業道を開設及び改良した事業主体又は当該森林作業道を管理する権原を有す

る者は、当該路線の維持管理に努めるものとし、佐賀県森林作業道作設指針（平成 

２５年３月２９日付け林業第１９８７号。以下「作業道指針」という。）第１３の規定

に基づき、森林作業道台帳を整備するものとする。 

３ 県は、作業道指針第１２の規定に準じ指導にあたるものとする。 

 

第１０ 事務取扱い手数料等 

１ 代理人又は復代理人が受ける造林事業補助金申請事務取扱い手数料（補助金の支払

い等に要する経費を含む。以下「手数料」という。）は当該事務に要する実費の範囲

内とし、あらかじめ事業主体に対し書面その他の方法により内容、金額等について周

知する等、その透明化を図るものとする。 

２ 代理人又は復代理人が手数料の料率を定めようとする場合は、手数料届出書（様式

第１３号）を知事に提出するものとする。なお、手数料の料率を変更する場合は手数

料変更届出書（様式第１４号）を知事に提出するものとする。 

 

第１１ 造林事業の実施に伴う実施基準 

 佐賀県造林事業実施要領運用規程によるものとする。 

 

第１２ 伐採等に伴う手続 

 植栽に係る伐採、間伐、更新伐等の伐採行為を行う場合は、造林事業補助対象の如何

に関わらず、森林法第１０条の８、第１０条の９、第１５条及び第３４条の規定に基づ

き伐採届の提出又は保安林内立木伐採許可等の申請を行わなければならない。 

 また、他の法令等の規程による届出及び申請等が必要な場合は、事前に手続を行うこ
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ととする。 

 

第１３ 事故報告 

 事業の実施において、死亡事故等の重大な事故又は通院を必要とする怪我などの事故

が発生した場合は、事故の概要及び原因、対応状況を速やかに所管の農林事務所へ報告

を行うものとする。 

 

第１４ その他 

 この要領に定めるもののほか、造林事業の実施について必要な事項は、知事が別に定

める。 

 

第１５ 付則 

１ この要領は、令和４年度（第１期申請）に係る事業から適用する。 

ただし、改正要領の施行日より以前に着手している場合は、この限りとしない。 

２ 森林環境保全整備事業実施要領は令和３年３月31日付け２林整整第1399号の一部改

正通知、森林環境保全整備事業実施要領の運用は令和３年４月14日付け３林整整第29

号の一部改正通知の規定による。 
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 別表（様式第２号関係） 申請書に必要な書類等 

必要書類名称 様 式 備    考 

１ 申請書総括・内訳書 第 2号  

２ 造林事業補助金交付申請内訳書（付表） 第 2号関係 
人工造林のうち森林災害復旧事業により実施
した場合に添付 

３ 樹種別苗木単価表 第2号関係別紙 ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ・ｸﾇｷﾞ以外を植林した場合に限る 

４ 実行経費確認表 第2号関係別紙 市町が事業実施（請負の場合） 

５ 社会保険等の加入状況実態調査表 第2号関係別紙 森林環境実施要領の運用 6（3）ｱ（ｹ） 

６ 送電線下等施行地における調査表 第2号関係別紙 補助金返還事案の発生防止 

７ 
造林事業施行地における森林所有者電

話番号一覧 
第2号関係別紙 

森林環境実施要領の運用 6（3）ｱ（ｱ） 
市町が事業主体の場合及び代理申請の場合 
は除く 

８ 平均胸高直径調査表 様式第 17 号 
森林環境実施要領の運用 6（3）ｸによる 
Ⅷ齢級以上の保育間伐を実施する場合に限る 

９ 位置図・施業図  
施業図は 
様式第 3号 

位置図は 5万分の 1地形図又はこれに準ずる
もの 

１０ 誓約書 様式第 15 号 市町・森林組合が事業主体の場合は除く 

１１ 委任状及び精算依頼書 様式第 4号 
事業主体から委任を受けた者が補助金の交付
申請又は受領を行う場合に限る。 

１２ 搬出材積集計表 任意 間伐、更新伐に係る交付申請に限る。 

１３ 森林作業道整備線形図 
森林計画図 
・施業図等 

縮尺 5千分の 1の森林計画図等 
簡易構造物は、設置箇所を明示する 

１４ 森林作業道簡易構造物出来高図 －  

１５ 事前計画承認申請書の承認通知（写） － 
第 2－5 
森林環境実施要領の運用 1の（15）のオの（ｲ）
に該当する場合に限る。 

１６ 森林計画の作成に関する同意書 様式第 18 号 
森林環境実施要領の運用 6（3）ｱ(ｻ)に該当す

る場合に限る 

１７ 
森林作業道市町義務負担分補助金 
交付申請書（写） 

－ 
第 4－2 
交付決定の写しまたは市町長の上乗せ補助を
担保する書面で知事が認めたもの 

１８ 標準地調査表 任意 
13 齢級以上、標準伐期齢の2倍を超える場合
に限る 

１９ 伐採造林届出書等（写） － 人工造林及び樹下植栽等に限る 

２０ 森林所有者等との協定書（写） 
様式第 19-1 号 
、19-2 号 

または 19-3 号 

森林環境実施要領第 1－2に該当する事業の

申請をする場合に限る 

２１ 受委託契約書（写） － 
森林経営計画認定者及び森林環境実施要領第
1－2に該当する事業の申請をする場合は除く 

２２ 分収林契約書（写） －  

２３ 請負契約書（写） － 請負に付した場合 

２４ 
下刈の熱中症及び安全対策費の補助に
係る申請 

様式 20 号 
様式 20 号別紙 

該当する事業の申請をする場合に限る 

２５ 
農林水産業・食品産業の作業安全のた
めの規範（個別規範：林業）事業者向
けチェックシート 

佐賀県造林事業実
施要領運用規程 
参考様式４ 

事業主体が記入する。事業主体が請負により
実施する場合は請負者が記入する。 
各年度の初回申請の際に提出する。 
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様式第３号

(       )

注) １　一施行地ごとに記載すること。

 　【記載例】

　　年度　造林事業施業図 申請番号:　  　     　　

注）１ 周辺の地形地物等の特徴を記載すること。
     ２ 縮尺は、2ha以下500分の1、2～5ha1,000分の1、5ha以上2,500分の1を目途とする。

     ２　面積測定方法は、一施行地毎に実測し、野帳の写しを添付すること。
         ただし、精度の高い既存の図面がある場合は、これを利用して求めることができ
     ３　面積の単位はhaで、小数点以下第２位とし第３位を四捨五入する。

大字○○字○○１－１

施行地
樹種

(林齢)
面　　積（ha） 所有者名（住所・氏名）

市町名
林班

（小班群）
小班 事業名

施業種
（造林区分）

縮尺 １／５,０００

除地

車 道

測量野帳は別様も可

No,１-１

No,１-2
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様式第１０号 

第     号 

年  月  日 

 

 佐賀県知事      様 

 

           

補助事業者 住所           

氏名           

 

 

 

  年度造林事業補助金交付請求書 

 

 

 

  年 月 日付け   第   号で補助金の交付決定及び額の確定通知があっ

た造林事業補助金として、下記金額を交付されるよう佐賀県補助金等交付規則及び佐

賀県造林事業補助金交付要綱の規定により請求します。 

 

 

記 

 

 

請   求   額   金        円 

 

 

 

 

金融機関名 

預金種別 

口座番号 

口座名義人 

 

 

（注）市町長が請求者の場合は、金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義人の記載

は不要。 
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